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陳 述 意 見 書  

東京高等裁判所第１１民事部１係 御中   20205/11/16 案 

２０２５（令和７）年１１月２６日 

控訴人 佐藤一樹 印 

 控訴人は、原判決の全てに納得がいかず、不当であると考えております。今

回、陳述の機会をたまわりましたので、許された時間の中で、意見を申し述べ

させていただきます。 

原判決は、原告の主張に正面から向き合っておらず、「何故、原告の主張が

認定されないのか」について、ほとんど判示せず、無視することによって「第

３ 当裁判所の判断」を僅か１２頁たらずで終えました。誠に遺憾です。 

オンライン資格確認義務化の基本方針は、いわゆる「骨太方針２０２２」

（甲 1 号証）において決定されました。しかし、国側の主張は、原審で自ら

「事務的な行為1」とする資格確認の義務化を厚生労働大臣の「専門技術的な裁

量」に掏り替え、規則の制定を正当化しています。これは誤謬です。 

骨太方針２０２２発表直前の２０２２年 ５月２５日 、厚生労働省社会保障

審議会 医療保険部会では、２０２３年４月からオンライン資格確認システム

導入を医療機関に義務付け、将来的に被保険者証の廃止を目指す方針が、突

如、提案されました。これに対し、日本医師会松原謙二副会長は「実際使って

みて、皆さんがいい仕組みだねと思えば自動的に増えてきます．これを拙速に

机上の空論でこうあるべきというので義務化するのは非常に違和感を覚えま

す．．．あまりにも拙速に、義務化という単語が出ますと、信頼関係が壊れたと

思われる医療機関もかなりあります・・今こういった義務化については、私は

反対であります。」（甲５２号証・図１）と発言されました。これこそが日本医

師会の本来の意見です。 

オンライン資格確認義務化は、厚生労働大臣による「専門技術的な裁量」に

よる決定ではなく、医療界のメンバーがひとりもいない経済財政諮問会議を反

 
1 原審被告準備書面（１）４３頁「被保険者の受給資格の確認を行う際の方法

という事務的な行為」 
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映した閣議決定によるものです。 

古来、法律家と医師はプロフェッションとして、営利ではなく、人の悩みや

病という公益に奉仕し、それを天地神明に誓って尽力してきたという共通点が

あります。また、法律家に守秘義務があるように、医師には、ヒポクラテスの

時代から現代まで、職業倫理上も法律上も、患者の個人情報について守秘義務

を負っていることは変わりありません。 

 一方、２００５年４月施行の個人情報保護法制定時の衆議院および参議院か

らの附帯決議は、「医療2等，国民から高いレベルでの個人情報の保護が求めら

れている分野については，個別法を早急に検討する」ことが記載されました

が、これは、日本医師会が特に要望し，実現したものであります。しかし、こ

れまで個別法は何も検討されていません。 

原告が提訴した２０２２年、厚生労働省は、指定難病患者５６４０名分の氏

名・生年月日・住所等の個人情報を流出させたことを公表し謝罪しました（図

２）。また、NTT データ社が、約９万５千人分の患者医療情報を利活用するに

あたって事前に本人に通知せずにデータベースに混入したと発表しました（図

３）。 

今回の厚生労働省令によるオンライン資格確認システムのネットワーク回線

は、独占的に NTT に委託しています。その大本
おおもと

の厚生労働省と NTT の医療情

報の漏洩や不適切な情報取得が現実に発生しているのです。骨太方針２０２２

では、オンライン資格確認義務化で開通させた NTT 回線を利用して、将来の

標準化電子カルテによる患者医療情報を民間企業に利活用させることになって

います。これによってさらに大量の漏洩事件が発生すると容易に推定されま

す。 

 信頼性、安全性が高いとは言えない、現時点の日本の医療情報セキュリティ

レベルでは、機微性が高く医師が倫理的にも法律的にも守秘義務を課せられて

いる患者の診療情報を守れるはずがありません。 

私のクリニックの近傍には、約１１００世帯が入る国家公務員官舎があり、

 
2 参議院（遺伝子治療等先端的医療技術の確立のため国民の協力が不可欠な分

野についての研究，開発，利用を含む） 
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約８０人の国家公務員が通院しています。被控訴人の担当官庁である厚生労働

省の職員もかなりいますが、マイナ保険証の利用者は、１人です。また、ある

デジタル庁の職員は、オンライン資格確認義務化や新規被保険者証発行停止を

強行した当時のデジタル庁の河野太郎大臣について「河野さんは、突破力だけ

で、私達にも何も説明がないので困ります。」とお話しされていました。国家

公務員であっても、ひとりの患者・ひとりの国民の立場になれば、マイナ保険

証のオンライン資格確認は利用したくないと考えている方が大多数であり、統

計でも利用率は一般国民と同程度で低いのです（甲２２号証・甲２３号証・甲

２４号証の１・甲２４号証の２）。 

前述の松原副会長がおっしゃるとおり、多くの国民から評価を得られていな

い段階、しかも、国会でも意見が割れ、厚生労働審議官が「個別の状況を勘案

せず」「関係する皆様の理解と協力を得ることは困難」と答弁した（乙１５号

証）義務化を、閣議決定で決めてしまう国が、民主主義国家といえるのでしょ

うか。 

控訴審裁判所に置かれては、世界に誇りうるような日本の行政法、行政救済

法の歴史に残る判決文を書いていただけると信じております。     

以上 



2022年 ５月25日厚労省社会保障審議会 医療保険部会
松原謙二日本医師会副会長 発言

「突然義務化の話が出てびっくりしているところであります・・・保
険医療機関・薬局におけるシステム導入を義務化すると,できな
いところは「保険医療機関をやめなさい」ということでしょう
か．．．．．．これを始めるときに,義務化はしない・・健康保険証は残
しておくという約束をされたように私は記憶しています. 
 「保険証は残していただけるのですね」と・・私は質問した記憶が
ございます．そのときは「そのとおりです」という返事だったと記憶
しております．
突然,健康保険証をやめたいといった形でしますと、かなりお年
の皆さんが受診できなくなります.その方たちにとってデジタル化
というのは..例えば実印を持っていけと言われているのと同じよう
に感じる…なかなか難しいわけであります．．．
これを実際使ってみて,患者さんが皆さん,これはいい仕組みだ
ねと思えば自動的に増えてまいります．．．そこを拙速に机上の空
論でこうあるべきというので義務化するのは非常に違和感を覚え
ます．．．あまりにも拙速に,義務化という単語が出ますと，信頼関
係が壊れたと思われる医療機関もかなりあります・・今こういった
義務化については、私は反対であります.



5640名



約9万5千人分


